
財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サー ビスセ ンタニ寄附行為

第 1 章 総則

(名称 )

第 1条  こ の法人 は、財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サー ビスセ ンター

(以下 「セ ンター」 という。)と いう。

(事務所)

第 2条  セ ンターは、事務所を鹿児島県鹿児島市中央町 1 0番 地に置 く。

(目的)

第 3条  セ ンターは、中小企業勤労者のための総合的な福祉事業を行 うことに

より、中小企業勤労者の福祉の向上を図るとともに、中小企業の振興及び地

域社会の活性化に寄与す ることを目的とす る。

(事業)

第 4条  セ ンターは、前条の目的を達成す るために、次の事業を行 う。

( 1 )中 小企業勤労者の在職中の生活安定に係 る事業

像)中 小企業勤労者の健康の維持増進に係 る事業

皓)中 小企業勤労者の老後生活の安定に係 る事業

に)中 小企業勤労者の 自己啓発及び余暇活動 に係 る事業

( 5 )中 小企業勤労者の財産形成に係 る事業

( 6 )中 小企業勤労者の福祉に係 る広報事業

( 0  鹿 児島市勤労者交流セ ンターの管理運営受託事業

は)そ の他セ ンターの 目的を達成す るために必要な事業

第 2章  資 産、事業計画等

(資産の構成 )

第 5条  セ ンターの資産 は、次に掲げるものを もって構成す る。

( 1 )設 立当初の財産 目録に記載 された財産

( 2 )資 産か ら生ず る収入
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化)事 業に伴 う収入

6 )そ の他の収入

(資産の種別 )

第 6条  セ ンターの資産 は、基本財産及び運用財産の 2種 とす る。

2  基 本財産 は、次に掲げるものを もって構成す る。

( 1 )セ ンターの設立の際基本財産 として指定 された財産

( 2 )基 本財産 とす ることを指定 して寄附された財産

僧)セ ンターの設立後 に理事会で基本財産に繰 り入れ ることを議決 した財産

3  運 用財産 は、基本財産以外の財産 とす る。

(基本財産の処分の制限)

第 7条  基 本財産 は、 これを処分 し、又 は担保 に供す ることがで きない。ただ

し、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の 4分 の 3以 上の

同意を得、かつ、知事の承認を得て、その一部を処分 し、又 は担保に供す る

ことがで きる。

(資産の管理 )

第 8条  資 産 は、理事長が管理 し、その方法 は、理事長が理事会の議決を経て

定める。

2  基 本財産の うち、現金 は、確実な金融機関等に預け入れ、若 しくは信託会

社 に信託 し、又 は国債、公債その他確実な有価証券にかえて保管 しなければ

な らない。

(経費の支弁 )

第 9条  セ ンターの経費は、運用財産を もって支弁す る。

_ |    (事 業年度)

第 1 0条 セ ンターの事業年度 は、毎年 4月 1日 に始まり、翌年 3月 3 1日に終わ

る。

(事業計画及び予算)

第 1 1条 セ ンターの事業計画及び予算 は、理事長が作成 し、その事業年度開始

前 に理事会の承認を得なければな らない。

2  理 事長 は、前項の事業計画又 は予算を変更 しようとす るときは、理事会の

承認を得なければな らない。ただ し、軽微な変更については、 この限 りでな

もヽ 。

(事業報告、決算及び財産 目録)

第 1 2条 セ ンターの事業報告、決算及び財産 目録 は、理事長が作成 し、監事の

監査を経て、その事業年度終了後 2箇 月以内に理事会の承認を得なければな


